
【導入】 

みなさん、行政のデジタル化についてどれだけ知っていますか？ 

今では、LINE での確定申告の書類の作成、住民票の申請など…、 

様々なことが便利にできるようになりました。 

 

その一方で、実はこれらはあまり利用されていません。 

現に私も、行政手続きが LINE でできるなんて知りませんでした…。 

 

このように存在自体を知らなかった、使い方がわからない、そんな理由から政府のデジタル

化を実際に利用している人はごく少数。 

 

しかし、これらのシステムを利用することの効果は大きく、個人へのメリットは勿論、様々

な社会問題の解決に役だち、日本の未来をより良くする可能性を秘めているのです！ 

 

本弁論では、デジタル化が進む一方で、国民の多くがそのデジタルを活用出来ていない現状

と、その解決について訴えます！ 

 

 

【現状】 

現在、日本では急速なデジタル化によって、ネット銀行など様々なことをデジタルで行えま

す。 

 

この状況を受け、政府も様々なデジタル政策を打ち出しています。 

まず、行政手続きのデジタル化。 

具体的には、LINE や専用アプリでの確定申告や助成金の申請などが行えます。 

このような申請の電子化により、待ち時間や紙資源の削減が可能になりました。 

 

さらに政府は、デジタル庁の新設や情報システムの整備への資金投入などデジタル化を進

める多くの政策を打ち出しているのです。 

 

このような行政のデジタル化は、便利で効率的な行政手続きを実現できます。 

今までの行政手続きには約 7 割が不満を持っており、その主な理由として、窓口に行く手

間や受付時間、紙の申請書の用意などがあげられます。 

そして、これらの不満はアナログゆえに発生していたものであり、デジタル化によって、ス

マホやパソコンさえあれば、解決できます。 

実際に、今までは待ち時間など含めて 5 時間近くかかる確定申告が 30 分程度で済み、申請



書が不要になります。 

 

また、このデジタル化は行政手続だけでなく、他の多くの分野でも進んでいます。 

例えば、医療分野。政府はオンライン診療を進めることで高齢化による医療負担増大に対処

しています。実際に約半数の病院で、オンライン診療科設置の申請が行われています。 

他には、労働分野。政府は今後 10 年間で 600 万人の人手不足が起こることに対して、補助

金等を通じてデジタル活用やテレワークを推進し、生産性の向上を図っています。 

 

しかし、これらのデジタル化はほとんど使われていないのが現状です。 

行政手続きを８割の人が利用を希望した一方で、実際に利用できた人はたったの 8%。 

オンライン診療も６割の人が利用を希望した一方で、利用者は１割程度なのです。 

 

このように、デジタルが活用がされないことによる経済損失は非常に大きく、日本全体とし

て 14 兆円、行政の分野だけでも 1150 億円以上の損失が出ているのです。 

 

そして、総務省はこの原因が、デジタルを活用できないことによる差、所謂デジタル弱者に

よるものであると指摘しています。 

 

つまり、デジタル制度を利用できている人がいる一方、利用しきれていない人もおり、損失

が生まれているのです。 

 

実際に、国民の大半が、デジタルサービスを利用できていないデジタル弱者に該当します。 

デジタル化に必要な知識が身についていると思うかというアンケートでは、「思う」と回答

した人はたった 24%。 

つまり、国民の約 8 割がデジタル弱者であることが判明したのです。 

 

実際、日本人のデジタル活用能力の低さは世界の中でも顕著です。 

そもそも日本の行政のデジタル制度や環境整備は、意外にも海外と比べてもトップレベル

にあります。 

実際、アメリカやイギリスなどの欧米諸国と比べても、日本のデジタル化政策自体は高く評

価され、総合的なデジタル力のランキングでも、日本は 63 か国中 27 位でした。 

にもかかわらず、国民のデジタル活用力ではなんと最下位でした。 

つまり、国全体としてはデジタル化が進んでいるものの、国民の活用力が追いついていない

のです。 

 

現状をまとめると、日本ではデジタル化に伴って、様々なことが可能となり、社会問題の解



決にも有効です。しかし、デジタル弱者が多く存在するため、デジタルを有効に活用できて

いないのです。 

 

（間）３秒 

 

【問題点】 

「デジタル弱者なんてほんの一握り。自分は大丈夫。」 

そう思うかもしれません。 

しかし、国民の約８割がデジタル弱者。 

現在の日本はいわば、一億総デジタル弱者社会なのです！ 

 

一方、デジタルの活用が普及することの利益は、非常に大きいものです。 

行政手続きの電子化で効率化が進むことは勿論、労働人口の不足を補ったり、医療負担の改

善などデジタル化の活用による利益は多岐にわたります。 

 

つまり、デジタル化は様々な社会問題解決の鍵、   日本社会の救世主なのです！ 

 

しかし、こんなにも素晴らしいデジタル化も、一億総デジタル弱者社会のままでは活かすこ

とができません。 

環境が整っているにもかかわらず、日本社会の救世主であるデジタルを使いこなせいなん

て 

あまりにもったいない！ 

 

デジタル化を推進している政府には、環境をただ整えるだけでなく、デジタルをきちんと活

用できるようになるまで支援を行う義務があるのではないでしょうか。 

（ちょい間） 

【理念】 

私の理想はデジタル化による、様々な利益を全ての人が受けられる社会の実現です。 

そのためには、デジタル弱者がデジタルを活用できるための支援が必要です。 

 

デジタルの活用が進むことで、行政手続きの効率化が図られ、私たちの生活に直接利益をも

たらします。これに加えて、労働や医療などの様々な社会問題を解決することにもつながり、

社会全体としてもデジタル化による利益を、受けられるようになるのです。 

 

【方向性】 

デジタル化を実現するために、政府もデジタル弱者への支援を行っています。 



具体的には、デジタル活用支援事業として、行政手続きなどについてのスマホ教室の開催や、

デジタル活用支援員による説明を行っています。 

この活用支援事業の効果は高く、デジタル活用支援員による説明を受けた、マイナンバーカ

ードを持っていない人のうち、約 7 割が申請を希望しました。 

 

しかし、この事業は高齢者向けであるため、その他の世代は説明を受ける機会がないのです。 

また、この支援制度は行政サービスについてのみであり、テレワークやオンライン診療等の

制度について、説明を受ける機会は用意されていないのです。 

 

 

【プラン】 

そこで私は１点のプランを提案します。 

それは、デジタル休暇制度の創設です。 

具体的には、全世代向けのデジタル活用講習会を実施し、その参加のための休暇制度を創設

します。 

 

この制度は、企業を通じて行い、休暇を取る社員の割合ノルマを企業ごとに設け、制度の利

用を促します。 

 

この休暇制度の利用者は、一年に一度、講習会の予約とデジタル活用のテストを事前に行い、

レベルに応じた講習会に参加します。 

 

この際、十分にデジタル活用が出来ているとされた人は、講習会を免除し、単純な休暇とし

てデジタル休暇を取得できます。 

 

また、講習会後も復習テストをし、十分にデジタル活用ができる水準に達した場合、講習修

了とします。 

そして、この講習修了の証明を会社に提出することで有給休暇として処理されます。 

 

以上のプランによって、多くの人がデジタルを活用するための適切な支援を受けることが

でき、デジタル弱者は勿論、社会全体がデジタル化による利益を受けられるようになるので

す。 

 

（間） 

【締め】 

世界を賑わせた iPhone の発売から早 14 年。 



デジタル機器は生活に必要不可欠なものとなりました。 

しかし、実際にそれを活用し、恩恵を受けられている人はごくわずか。 

  

社会問題を解決し、日本の未来をより良くしていく可能性を秘めるデジタル機器も、活用し

なければ、 ”宝の持ち腐れ”。 

  

誰もが生活を豊かにすることができる、真のデジタル化のために。 

今こそみんなで、その手のひらにある宝を活かしていこうではありませんか。 

  

ご清聴ありがとうございました。 

 


